
国民年金保険料の「追納」で老齢基礎年金額を増やしませんか?国民年金保険料の「追納」で老齢基礎年金額を増やしませんか?
　老齢基礎年金は、保険料の免除などの承認期間がある場合、全額納付した場合より年金額が少なくなります。
　しかし、10年以内であれば、追納（後から納付）することで、将来受け取る年金額を増やすことができます。
申請方法
　年金事務所または市役所保険年金課に「国民年金保険料追納申込書」を提出してください。（口座振替・クレ
ジット納付不可）
　3月31日（木）までに納付する場合の追納額は、下表のとおりです。

《注意》
①�免除などの承認を受けた期間の翌年度から起
算して、3年度目以降に保険料を追納する場合
は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算
額が上乗せされます。

②�4分の3免除・半額免除・4分の1免除を承認さ
れていた場合は、それぞれ4分の1保険料・半
額保険料・4分の3保険料が納付済みであれば
追納できます。
③�原則、承認などをされた期間のうち、古い期
間からの納付となります。

業務概要 ○毎月1回、農地の権利移転・設定の許可や転用などについて農業委員会総会で審議を行います。
○農地利用最適化推進委員と連携し、現地調査や現場活動を行います。

任　　期 任命の日（令和4年6月予定）〜令和5年7月19日
募集人数 1名
申 込 み 個人による推薦・団体による推薦・自ら応募の方法があります。

所定の書類に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、2月1日（火）〜3月8日（火）に農業委員会事務局へ
提出してください。

そ の 他 市公式ホームページまたは窓口で配布する「白岡市農業委員会の委員の推薦・募集要項」をご確認ください。
問 合 せ 農業委員会事務局　☎0480（92）1111　内線247・248

白岡市農業委員の追加募集を行います

「認知症サポーター」になりませんか
　認知症サポーターは、認知症を正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を
見守る応援者として活動するボランティアです。現在、全国で 1300 万人を超える
認知症サポーターが誕生しています。
●認知症を理解する
　認知症は、脳の細胞が死んだり、働きが悪くなったりして障がいが起
こり、精神や身体の活動がスムーズに運ばなく、生活に支障が出ている
状態をいいます。
●認知症の人の杖になる
　「認知症の人は何も分からない」は間違いです。認知症かもしれない
と悲しんでいるのは本人です。周囲の人が、認知症の人を理解し、そ
の人ができない部分を補う「杖」となれば、自分でできることも増え、
穏やかに暮らしていくことができます。
●認知症サポーターになるには
　市では、認知症に対する正しい知識を身につけ、市民の皆さんに応援
者となってもらえるよう「認知症サポーター養成講座」を開催しています。
　また、市民の皆さん、企業（職場）、団体、学校などが希望する場合、
講師（キャラバン・メイト）の派遣や教材の提供を行います。
※会場の確保と準備は希望団体で行ってください。

全国キャラバン・メイト連絡協議会

「認知症サポーター養成講座」
日　時　3月22日（火）
　　　　午後1時30分～3時30分
　　　  （受付▶1時15分）
場　所　はぴすしらおか　会議室３～５
対　象　市内在住・在勤・在学のかた
定　員　40名（先着順）
受講費　無料
講　師　認知症サポーター養成講師
　　　  （キャラバン・メイト）
申込み　3月18日（金）までに窓口または
　　　　電話で（土・日曜日、祝日を除く。）。
問合せ　高齢介護課地域支援担当
　　　　☎0480（92）1111　内線173～175

認知症サポーターキャラバン
マスコットキャラクター　ロバ隊長

 令和３年度 追納保険料の月額	 （円）
年度 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 注意事項

平成23年度分 15,350 11,510 7,680 3,830 納付期限は各月末となります。

平成24年度分 15,200 11,400 7,600 3,800 
平成25年度分 15,180 11,380 7,590 3,790 
平成26年度分 15,330 11,500 7,660 3,830 
平成27年度分 15,650 11,740 7,820 3,920 
平成28年度分 16,310 12,230 8,150 4,070 
平成29年度分 16,520 12,390 8,260 4,130 
平成30年度分 16,360 12,260 8,180 4,080 
令和元年度分 16,410 12,310 8,200 4,100 追納加算額はありません。

令和2年度分 16,540 12,400 8,270 4,130 追納加算額はありません。
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問合せ　 春日部年金事務所　☎048（737）7112　保険年金課国民年金担当　☎0480（92）1111　内線140・149
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